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 ❶ オンライン申請ページへのアクセス
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① ②

③ ④

※掲載場所が２段目以降の可能性もあります。



 ➋ 行政区選択
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申請ページにアクセスすると、まずこちらの画面が表示されます。①該当する行政区を

選択すると、②が表示されます。「 ○○*区の申請フォームへ進む」をクリックすると、

本申請の画面に移動します。上段にはこの申請マニュアルや各種様式がダウンロードで

きますので、ご活用ください。 *選択された行政区の名称が入ります。

①

②

◯ ◯



 ➌ メール認証（１/３）
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本申請は、まず最初にメールアドレスの登録及び認証を行います。①にご希望のメール

アドレスを入力してください。入力後に② をクリックします。ここで登録し

たアドレスに受付完了メール等の通知が届きます。

①

②

○○○○＠sample.co.jp



 ➌ メール認証（２/３）
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メール送信が完了したら、①が表示されますので、登録した

アドレスにメールが届いたか確認してください。メール受信

が確認できたら、こちらの画面は閉じてください。

①

②

メールには手続きを行うフォームへの②URLが記載してあ

りますので、アクセスしてください。有効期限は２４時間で

す。期限切れの場合は改めて認証手続きを行ってください。



 ➌ メール認証（３/３）

7

＠以降で明らかな入力ミスがある場合は、エラーメッセージが表示されますが、＠以前で入力ミスが

あってもエラーメッセージは表示されません。メールが届かない場合は、入力ミスがないか、確認し

てください。



  入力作業の前に

8

次ページから各種項目の入力作業を開始しますが、作業を途中で中断する場合は、画面下に表示されている① をクリックすると、②作業

内容が保存されます。ただし、③投稿したデータは保存されませんので、ご注意ください。

③

⑤

②

作業を再開する場合は、メールアドレス認証後に送信された④メールのURLに再度アクセスしてください。

⑤確認メッセージが表示されますので、 、最初から入力をやり直す場合は、 をクリックしてください。

①

再掲④



 ➍ ID・キー認証
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①

②

各区総務企画課より配布された①認証ID②認証キーを入力してください。

入力後③  をクリックします。

③



 ❺ 交付申請（１/１３）
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①

②

③

①軽微な修正の取扱いについて、あてはまる方を選択してください。

※職員が修正することに同意される場合は を選択してください。

※職員が修正することに同意されない場合は             を選択してください。

②申請日

赤枠の箇所をクリックすると、カレンダーが表示されますので、日にち

（申請日が自動的に選択されています）を選択します。

③入力後  をクリックします。



 ❺ 交付申請（２/１３）
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①

②

①団体名

空欄部分をクリックして、該当する校区名を選択してください。

②住所

郵便番号を入力すると、県名等が自動入力されます。誤りがないかの確認とマンション等の場合は

建物名称や部屋番号を入力してください。

③

③メールアドレスは、認証手続きで入力されたアドレスが自動的に反映されています。



 ❺ 交付申請（３/１２）
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①

②

①役職名

既に入力されていますので、入力不要です。

②代表者氏名

代表者の方の氏名とフリガナを入力してください。

③入力後 をクリックします。

③



 ❺ 交付申請（４/１３）
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②

③

①補助事業の名称

○○の部分には、申請年度や前段で回答された校区名が自動入力されています。

②確認

補助事業の名称を確認して、チェックボックスにチェックを入れてください。 

①

③補助事業の目的及び内容

予め例文を入力していますが、変更も可能です。

④確認

例文の内容に差し支えなければ、チェックボックスにチェックを入れてください。 
④



 ❺ 交付申請（５/１３）
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①補助金対象事業費

対象事業費を入力してください。100,000未満の数字を入力するとエラーに

なりますので、ご注意ください。

②交付予定額

既に入力されていますので、入力不要です。上限額が入力されています。

③暴力団関係者でないことの確認です。チェックボックスにチェックを入れて

ください。

①

②

③



 ❺ 交付申請（６/１３）
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①

①～④添付書類

をクリックすると、アップロード画面のダイアログボックスが表示されますので、該当する

データを投稿してください。

⑤その他添付ファイル

①～④以外で添付が必要なデータが

あれば投稿してください。

③

②

④

⑤



 ❺ 交付申請（７/１３）
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①

③

②

①概算交付に関する確認です。

希望しない場合は を選択します。

希望する場合は  を選択します。⇒次ページへ

②何か連絡事項があれば備考欄にご記入ください。

③①で を選択した場合は   をクリックします。⇒P２１へ



 ❺ 交付申請（８/１３）
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①

③

②

①補助金概算交付申請額

既に入力されていますので、入力不要です。上限額が入力されています。

➁概算交付申請理由

予め例文を入力していますが、変更も可能です。

③確認

例文の内容に差し支えなければ、チェックボックスにチェックを入れてください。 

④請求委任兼口座振込依頼

請求や振込に関する同意内容を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 ④



 ❺ 交付申請（９/１３）
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①

②

①口座情報に関する確認です。

変更がない場合は を選択します。

変更がある場合は  を選択します。⇒次ページへ

②何か連絡事項があれば備考欄にご記入ください。

③全ての項目に入力を終えたら をクリックします。

③



 ❺ 交付申請（１０/１３）
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①

③

②

④

①口座情報

銀行の場合は、 にチェックを入れ、②～⑤の項目を入力してください。ゆうちょ銀行にチェックを

入れると 、説明画像が表示されますので、説明に沿って❶～❹の項目を入力してください。

⑤



 ❺ 交付申請（１１/１３）
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①

②

③

④

⑤

⑦

⑥

続けて①口座名義人（漢字入力）と②フリガナ（カタカナ入力）を入力してください。

③④では通帳の写し（画像データ）を投稿してください。投稿方法はP1５を参照してください。

⑤口座名義人と代表者が異なる場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

⑥何か連絡事項があれば備考欄にご記入ください。

⑦ 全ての項目に入力を終えたら をクリックします。

（表紙） （表紙裏）



 ❺ 交付申請（１２/１３）
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①

② ③ ④

①入力内容確認

ここまで入力された内容を確認できます。

※修正がある場合、②  ③                        を使って該当

箇所に戻り、修正を行います。

※修正がない場合は、④ をクリックします。



送信が完了すると①が表示され、登録されたメールアドレスに送信完了の②メールが送信されます。メール本文には申請内容が記載されています。

URLにアクセスすると、③が表示されます。メールに記載されているパスワードを入力すると④申請状況を確認できます。

 ❺ 交付申請（１３/１３）
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①
②

③
④



 送信後に入力ミスや投稿したデータの誤りに気付いた場合、部分的な再回答や修正を行うことはできません。

 以下２点のいずれかで対応をお願いします。

①総務企画課へ連絡

⇒軽微な修正で、職員が修正することに同意される場合は、管轄の総務企画課へご連絡お願いいたします。

②再度回答する

⇒全ての設問に対し最初から回答していただく必要がありますが、複数回の回答が可能な仕様となっております。

回答を複数回行われた場合は、回数分の回答が送信されますので、どれが採用すべき回答であるか、管轄の総務企画課へご連絡お願いいたします。

中央区総務企画課 Tel 096-328-2610

東区総務企画課 Tel 096-367-9121

西区総務企画課 Tel 096-329-1142

南区総務企画課 Tel 096-357-4112

北区総務企画課 Tel 096-272-1110

 ➏ 送信後の回答修正
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熊本市 文化市民局 市民生活部 生活安全課
TEL：096-328-2397 FAX：096-353-2501

E-mail：shiminseikatsuanzen@city.kumamoto.lg.jp
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